
 

技術士第二次試験（建設部門）に向けた受験講座 平成 30 年度（第２０回） 

 

「建設環境」科目の出題の解説と対策 

 

 

「建設環境」科目の平成 25～29 年度の出題とそれ以前の類題を含めて分析し、30 年度の

対策について解説します。 

建設環境科目は、公共事業に関わる主にコンサルタント系で、特に環境アセスメントを志す

技術者に必須です。河川・海洋の環境計画や管理を専門とする技術者も多いと考えています。

施工系の技術者の割合は少数とみられますが、その施工系技術者にも配慮した問題は毎回出題

されています。 

 

１．「建設環境」科目の受験統計値からみる最近の傾向 

「建設環境」科目は、平成 29 年度の最終合格者数は、107 人、合格率は 13.8％でした。平

成 28 年度の合格者数は、98 人と前年よりも 11 人減で、100 人を初めて切っています。平成

27 年度の合格者数も 109 人で、24 年度の 108 人に次ぐ少ない人数でした。26 年度の合格者

数も 127 人でした。近年の合格者数のピークは 19 年度の 255 人で、その前の 2 年間でも 200

人を超える合格者数でしたが、近年はこのように半減しています。  

受験申込者数は、29 年度は過去最少の 979 人で、28 年度に続き 1000 人台を割っています。 

20 年度のピーク１,716 人以来、徐々に減ってきています。 

合格率は 19 年度までは毎年 20％を超え、建設部門全体の平均合格率の中でも好成績の科目

でしたが、20 年度以降は建設部門全体の平均合格率に近いところに位置しています。口頭試

験での合格率も部門全体の中で低い傾向で、出題の難度が上がってきているという印象です。 

「建設環境」科目の受験統計値 

項目 

年度 

受験申込

者数 

受験者数 筆記試験 

合格者数 

最終 

合格数 

口頭試験

合格率％ 

合格率％ 部門全体

合格率％ 

２９ 979 778 124 107 86.3 13.8 12.8

２８ 981 755 118 98 83.1 13.0 13.1

２７ 1,037 814 126 109 86.5 15.5 11.9

２６ 1,095 808 145 127 87.6 15.7 12.6

２５ 1,218 875 143 128 89.5 14.6 15.0

２４ 1,331 985 143 108 75.5 11.0 13.0

２３ 1,437 1,100 164 130 79.3 11.8 12.5

２２ 1,650 1,230 － 166 － 13.5 12.6

２１ 1,695 1,309 203 182 89.7 13.9 13.0

２０ 1,716 1,320 207 184 88.9 13.9 13.4

１９ 1,519 1,176 － 255 － 21.7 13.9

１８ 1,516 967 － 210 － 21.7 13.4

１７ 1,463 1,004 － 253 － 25.2 14.2

１６ 1,195 746 － 167 － 22.4 15.4



 

福岡での「建設環境」科目の最終合格者数は 10 人で受験者申込者数は、100 人でした。28

年度の合格者数は 11 人で、前年の 12 人よりも 1 人減っています。26 年度の 19 人をピークに

このところ 10～12 人となっています。受験申込者数は 96 人で、これも 100 人を初めて割り

込みました。27 年度の受験申込者は 101 人、この３年間はほぼ同じ 100 人程度で、平成 25

年度をピークに全国的に受験者は減ってきています。 

全国の傾向と同じように、環境アセスメントに係るような比較的大きな事業が減ってきてい

ることが原因と考えます。 

「建設環境」科目 福岡で受験申込み者の統計値 （推定値を含む） 

                                                                      

２．問題Ⅱ（Ⅱ－１，Ⅱ－２）の出題の分析 

建設環境科目の問題Ⅱはそれぞれ総合的・分野横断的な出題でした。基礎知識だけでなく現

状整理・法制度と課題抽出・方策の提示を求めるような個別課題に踏み込んで、経験とそれに

基づく応用能力を評価しています。 

建設環境科目の問題ⅡとⅢは、いずれも出題の範囲は同様の出題形式ともに、主要な専門分

野へ配慮されています。過去問に加えて、自分の経験を積み上げて棚卸しすることを怠りなく

続けることで能力を高める必要があります。付け焼刃あるいはせっかくの経験を応用できない

で使い捨てしているようでは、合格には程遠いといえます。さらに、特に狭い専門分野を担う

技術者にとって不足する総合的なマネジメントの観点を補うため一層の努力と経験が必要で

す。過去問は参考になりますが、過去問の、それも得意分野のみに絞って取り組んでいては選

択肢が狭まることになります。 

環境政策は国土交通省のＨＰや国土交通白書からだけでなく、環境省のＨＰと環境白書から

も出題に関連する時事テーマを見極めておく必要があります。 

 

（１）問題Ⅱ－１（基礎知識を問う問題） 

問題Ⅱ－１の 4問は、過去にも出題され、あるいは最近の動向から予想されるそれぞれ建設

環境各分野での基本的なキーワードからです。生物生息環境（自然環境）、社会環境、資源循

環・再生エネルギー、水圏環境等の分野の出題バランスがとられ、建設環境での各専門分野を

またがる基礎知識です。これまでの出題範囲と違わなかったのですが、専門が異なる４分野か

ら２問を選択できるよう、答案用紙１枚に書ける範囲程度で合格点が獲得できる解答の知識を

整理して身につけておく必要があります。 

項目 

 

年度 

受 験 申

込者数  

人

受験者数 

(推定)  

人 

筆記試験 

合格者数 

   人 

最終合

格者数 

  人 

口頭試験

合格率 

％ 

合格率 

 

％ 

全国 

合格率  

％ 

２９ 100 80 12 10 83.3 12.5 13.8

２８ 96 74 12 11 83.3 13.0 13.0

２７ 101 79 13 12 92.3 15.2 13.4

２６ 105 79 19    19 100 24.0 14.9

２５ 107 74 13 11 84.6 14.9 14.6

２４ 140 107 14 11 78.6 10.2 11.0

２３ 127 99 11 7 65.6 7.1 11.8



 

平成 24 年度までの選択科目は、例年１問目（A グループ）では２問中１問選択でしたが、

２問目（B グループ）は、受験者のそれぞれ専門とする事項・分野で選択できるような出題と

なっていました。つまり 24 年度までは道路、都市政策・計画、鉄道、港湾・空港、電力・エ

ネルギー、河川等の各分野別に関連する問題が８問出されていました。25 年度以降は受験者

の専門とする狭い得意分野の範囲だけの見識では、選択できる問題が狭まることになりました。 

 

平成２５年度 

「環境再生における順応的管理」、「環境影響評価法の改正事項」、「建設リサイクルの課題」、 

「生態系ネットワーク」の環境の基本４分野から基礎知識を問う４問題が出題されてそのうち

２問選択（各１枚以内）が求められています。 

出題された 4 問のテーマは、いずれも過去の出題でも幾度となく出題されたキーワードでし

た。自然環境系の問題が出題の主流になっているという印象です。 

 

Ⅱ－１－１は「環境再生における順応的管理の基本的考え方とそのプロセスについて述べ、順

応的管理を実際の事業で適用する上での留意点を３つ挙げよ。」この「順応的管理」の概念は

「新・生物多様性国家戦略（2002 年 3 月）」の中にも自然と共生する社会を築くための理念の

ひとつとして盛り込まれています。 

Ⅱ－１－２は「平成 25 年 4 月 1 日から施行された環境影響評価法の主な改正事項２点挙げ、

それぞれの改正の背景と内容」を問う問題で、最新の法改正知識の確認といえます。 

Ⅱ－１－３は、「建設リサイクルを取り巻く課題を３つに大別して、それぞれ、概要を説明、

課題を１つ取り上げ、課題解決に資する具体的な対応方法について述べよ。」建設リサイクル

の最新の情報に基づいた問題認識を確認しています。 

Ⅱ－１－４は、「生態系ネットワーク」の考え方を説明し、ネットワーク形成のための具体的

対策を建設環境の技術士の立場から２つ挙げて留意点を述べよ。」 

ここまではこれまでの出題範囲と大きくは違わなかったのですが、他の科目と異なるのは、

単なる用語や法改正の知識についての説明だけでなく、課題や対策あるいは背景、内容、留意

点などまで求めている点で、１枚以内で要領よく書くことが必要です。 

 

平成２６年度 

Ⅱ－１－１は、「生物多様性の危機」についての出題です。「生物多様性の４つの危機について、

それぞれの危機を引き起こす要因と生物多様性への影響を説明、建設分野に関係の深いものに

ついて、必要と思われる対策の概要を述べよ。」という、生物多様性国家戦略 2012－2120」に

ついての知識を確認しています。 

Ⅱ－１－２は、「ヒートアイランド現象」の問題です。「ヒートアイランド現象の原因と、原因

を緩和するための建設分野における具体的対策を述べよ。」地球温暖化とともに都市の熱帯化

は、深刻な社会環境問題です。 

「ヒートアイランド対策大綱」（平成25年5月8日 ヒートアイランド対策関係府省連絡会議） 

の内容を理解しておく必要があります。 

土木学会の認定土木技術者試験（上級あるいは一級）の過去の問題文にも類題があり、今後

の出題予想の参考になります。土木学会のＨＰhttp://www.jsce.or.jp/opcet/02_testQ.shtml 

に掲載されています。 

B3-2 現在、都市における大きな環境問題としてヒートアイランド現象がある。このヒートア



 

イランド軽減策として都市流域で考えうる具体的方策を3つ挙げて説明しなさい。 

Ⅱ－１－３は、「資源循環」の問題です。「循環型社会形成推進基本法」制定の背景、建設部門

での循環型社会の構築に重要と思われる施策とその概要を２つ述べよ、という建設環境では毎

回定番の問題といえます。「循環型社会形成推進基本法」の内容の理解が当然必要です。 

Ⅱ－１－４は、下層溶存酸素量（下層 DO）の知識を問う問題です。「下層 DO が環境を表す

指標として重要となってきた理由、対象の原理が異なる下層 DO 改善に係る対策を２つ挙げ、

それぞれの対策の原理を説明せよ。」という「水圏環境」のテーマです。 

 

平成２７年度 

「生態系サービス」、「再生可能エネルギー利用」、「『景観法』に規定されている、景観重要

公共施設制度」、「廃棄物最終処分場跡地等、廃棄物が地中にある土地で行われる形質変更に関

する制度」といった、いずれも、環境政策に関する諸制度の知識を問う内容で、４問題はすべ

てこの３年間で初出のテーマで、そのうち２問選択（各１枚以内）が求められています。 

Ⅱ－１－１は、生態系サービスに関する出題です。Ⅱ－１－２は、再生可能エネルギーの導入

についての出題です。Ⅱ－１－３は、景観重要公共施設制度についての出題です。Ⅱ－１－４

は、廃棄物が地中にある土地で行われる形質変更に関する制度の知識を問うテーマです。 

この 4問は、いずれも「建設環境」科目での、それぞれの専門分野での中心的なテーマが出

題されていますが、過去問での出題は「再生可能エネルギー」だけで、他は事前に予想が難し

いテーマでした。 

 

平成２８年度 

Ⅱ－１－１は、「淡水域における富栄養化」、Ⅱ－１－２は、「建設発生土のリサイクル」に

関する出題です。Ⅱ－１－３は、「建設作業騒音又は自動車交通騒音」、Ⅱ－１－４は、「生

物多様性に果たす民間部門の役割に関する制度」の知識を問うテーマです。 

この 4問は、いずれも環境技術や政策に関する基礎知識を問う内容です。 

「建設環境」科目での、それぞれの専門分野での中心的なテーマとして出題され、過去問でも

出題されてきました。Ⅱ－１－１とⅡ－１－４が自然環境系、Ⅱ－１－２とⅡ－１－３が社会

環境系の２つの分野の問題に配分されています。 

 

平成２９年度 

「外来種対策を進めるに当たっての基本的な対策の考え方」、「閉鎖性水域における環境保全

に係る施策を「豊かな海」を目指して推進する際の目標」、「気候変動を考慮したインフラ整備

の将来計画の立案」、「土壌汚染対策法により指定される有害汚染物質に係る基準等」に関する

出題です。いずれも、建設分野に関係する環境技術や環境政策に関する基礎知識を問う内容で、

４問題のうち２問選択（各１枚以内）が求められています。以下問題Ⅱ－１－１～４の全文を

再掲します。 

Ⅱ－１－１ 我が国では、生物多様性条約第１０回締結国会議で採択された愛知目標の達成に

向けて行動計画を策定し、各主体がさまざまな施策や事業、行動等に外来種対策の

観点を盛り込み、計画的に実施しているところである。この行動計画において、外

来種対策を進めるに当たっての基本的な対策の考え方を２つ述べよ。また１つの主

体を挙げ、求められる役割を述べよ。 

 



 

Ⅱ－１－２ 平成２７年の「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正に当たっては、瀬戸内海を

「豊かな海」とするための取組を推進することが決められた。このように閉鎖性水

域における環境保全に係る施策を「豊かな海」を目指して推進する際の目標として

考えられることを、幅広い観点から３つ示し概説せよ。またそれぞれの目標ごとに

目標達成のための具体的な施策を 1 つずつ挙げよ。 

 

Ⅱ－１－３ 気候変動を考慮したインフラ整備の将来計画を立案するに当たり、「比較的発生

頻度が高い＊外力に対する防災対策」及び「施設の能力を大幅に上回る外力に対す

る減災対策」について対策立案の基本的考え方をそれぞれ説明した上で、それらに

応じた具体的取組について示せ。 
＊外力：災害の原因となる豪雨、高潮等の自然現象 

 

Ⅱ－１－４ 土壌汚染対策法が想定している土壌汚染による特定有害汚染物質の摂取経路を

２つ挙げ、土壌汚染対策法により指定される有害汚染物質に係る基準について摂取

経路と関連づけて経路ごとに説明せよ。また土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が

基準に適合しない場合における区域指定について、汚染除去等の措置の必要性と関

連づけて説明せよ 

この 4問のうち、Ⅱ－１－３を除いては、いずれも「建設環境」科目での、それぞれの専門

分野での中心的なテーマとして出題され、過去問でも出題されてきました。 

Ⅱ－１－１とⅡ－１－２が自然環境系、Ⅱ－１－４が社会環境系の２つの分野の問題に配分さ

れています。Ⅱ－１－３は、環境と防災といった、従来の分類である自然環境と社会環境に分

けがたい新しい分野としての出題です。26 年度の問題Ⅲ－１あるいは 28 年度の問題Ⅲ－２に 

環境保全と防災を関連づけた出題がありますが、問題Ⅱ－１での出題は初出です。 

建設環境の出題としてはこれまでとは異質のテーマといえ、どちらかというと「都市及び地方

計画」科目や「河川、砂防及び海岸・海洋」科目での出題に近いといえます。 

 建設環境科目の問題Ⅱ－１は、他の科目に比べて問題文が長く、いずれもかなり狭い専門領

域の中で深い知識を問うような難しい出題でした。さらに記述を求めている項目も 600 字でま

とめるには、かなりの要領が必要です。この科目は、過去の出題よりも難度が徐々に上がって

きていると思います。 

 

（２）問題Ⅱ－２（応用能力を問う問題）の過去問と今後の準備 

問題Ⅱ－２で出題されるテーマは、以下の事項のどれかに相当します。 

① 受験者の実務的な経験・能力を具体的に評価したい事項 

② 社会・経済的な背景から、あるべき姿について意見が求められている事項 

③ 社会的な影響があった災害、事故や事件等が発生したため、あるいは社会情勢について、

その選択科目の視点からの意見を述べさせたい事項 

④ その選択科目での主たる技術テーマに関わる課題を問い、その解決策についての考えを求

めたい事項 

⑤ 新しい法律、制度や基準、ガイドライン等が示された後、さまざまな検討が求められてい

る事項、あるいはまだ新しい技術や考え方で、方向性について考えを求めたい事項 

 

そこで、次のことを考えて、問題を予想して訓練をする必要があります。 



 

（１） なぜこの問題が出題されているのか、背景を理解する 

（２） 解答として求めている重要なポイントは何かを考える 

これら出題背景と解答の重要なポイントのヒントは、それぞれの分野の学協会等から発刊さ

れている専門紙誌や政府機関等から常に発信されているので、問題の出典を含めて研究して訓

練しておきます。また自分の経験を日頃から問題文にあるような項目に整理しておくことが、

効果的です。 

さらに、答案は 2 枚（1200 字）以内に約 60 分間（問題Ⅱ－１の２問と合わせて 4 枚を 120

分）で書き上げることが求められています。簡潔で読みやすい文章にまとめる訓練が必須です。 

過去（10 年分位）の出題傾向（出題のテーマ、キーワード等）から基礎技術用語・概念、

専門的な原理・原則などの事実や、新旧の技術や工法・手法に関しての知識等を調べて理解し

ておきます。過去に繰り返し出題されているテーマ、キーワード、最近話題になっている技術

テーマ・用語等、また、法律・制度が変わった内容も出題される可能性も高いといえます。し

かし出題をある程度予想して準備することは必要であるが、ズバリ当てることは難しいので、

基礎的で幅広い内容を把握しておかなければなりません。 

出題の対象範囲が狭くて詳細な内容を問われています。他の科目と違う点は例えば「〇〇計

画・設計の担当責任者として」「〇〇担当責任者として」の立場を指定した記述を求める設問

で、担当者としての記述を求めています。机上の学習だけでは具体的に書けず、設問に該当す

る類似業務の実務経験が乏しい受験者にとっては難しかったとみられ、類似業務に携わった経

験がないと記述しづらい問題といえます。担当したつもりでどれだけなりきれるかが分かれ目

です。 

出題数が減少したことに加え、具体的な実務経験を必要とするような詳細な内容記述の問題

には、これまで主に机上での計画・設計に従事してきた行政職系やコンサルタント系の受験者

には難しかったと思います。それとは逆に、現場で実務に直接関わってきた技術者にとって、

実務経験に沿う出題であれば対応しやすかったといえます。 

 

平成２５年度 

Ⅱ－２－１で希少種へ影響を及ぼす環境影響の予測と対策、Ⅱ－２－２で工事による生活環

境へ影響を及ぼす要因の予測と対策、と自然環境保全の分野と社会環境保全の２つの分野に分

けて出題されました。２問題とも、仮想の事例（建設事業の内容、希少種あるいは環境影響要

因、環境要素、地域状況等）を想定した上でそれぞれ設問に答えるという、技術的体験も加味

されて記述を求めるような内容になっていて、２問中１問選択を求められています。 

 

 Ⅱ－２－１は、「ある建設事業によって環境への影響が懸念される区域内に希少種が生育・

生息している。建設環境の技術士として、工事実施に伴う希少種に対する影響を予測し、環境

保全措置を検討する。建設事業と希少種を１種想定した上で、当該業務に関する４つの問いに

答えよ。 

（１）想定した建設事業と、概要を述べ、想定した希少種を挙げ、 

（２）希少種に及ぼす環境影響項目を２つ挙げ、その内容を希少種の特性との関連から述べよ。

（３）（２）で挙げた項目から１つ選び、影響を予測する手法を述べよ。 

（４）（３）で選定した項目に対して考えられる環境保全措置を１つ挙げ、その内容を述べよ。

また当該環境保全措置を検討する際に留意すべき事項を１つ挙げよ。」という、自然環境保全

計画、環境アセスメント系の技術者へ向けた問題で、実務的、実践的な問題でした。 



 

  

Ⅱ－２－２は、「工事による生活環境への影響が懸念される建設事業において、影響について

の調査・予測、環境保全措置の検討を行うに当たり、 

（１）建設事業の内容、その建設事業が実施される地域の状況を想定し、具体的に述べよ。 

（２）懸念される環境影響について、影響を及ぼす要因、影響を受ける環境要素（以下環境項目）

を挙げ、その理由を述べよ。 

（３）（２）で挙げた環境項目を１つ選び、調査・予測を実施する手順を述べよ。 

（４）（３）で選んだ環境項目について、実施することが適切と考えられる環境保全措置を説明

せよ。」社会環境保全の実務的、実践的な問題でした。 

 

この２問はいずれも新しい出題形式といえますが、テーマ自体は２問ともこれまでも出題さ

れてきた定番の内容です。実務経験を問う出題で、同種業務を経験していれば容易に解答でき

るとはずですが、応用能力を問う問題としては良問で、デスクワークだけで仕事を進めている

か、過去問だけに取り組んだだけでは適切な答案が書けない問題です。 

設問の項目が４階層｛（１）～（４）｝になっていて、これを２枚で問題Ⅱ－１の２問（２枚）

と合わせて２時間以内で書くことは、かなり厳しいと感じた受験者もいたと察します。いずれ

も時間内にモレがない簡潔な記述（１項目約１／２枚）で記述する必要があります。 

 

平成２６年度  

環境影響評価法の計画段階配慮手続と、土壌汚染（自然由来）対策の２分野から出題され、

１問選択（２枚以内）が求められています。Ⅱ－２－１は主に、建設環境コンサルタントの技

術者に向けた環境影響評価法について、Ⅱ－２－２は主に施工系技術者に向けた、土壌汚染の

措置に関する問題です。 

 

Ⅱ－２－１で、山間部の事業実施想定区域とするある建設事業が計画されており、あなたは、

この事業に係る計画段階配慮手続を実施することとなった。建設事業及び、当該事業に

関し調査、予測、評価を行う計画段階配慮事項（本設問では、事業完了後の環境影響に

係る事項とする。）のうち特に重要と思われるものを１つ想定した上で、当該業務に関す

る以下の問いに答えよ。 

 （１）あなたが想定した建設事業の概要と計画段階配慮事項を挙げよ。 

 （２）建設事業の事業特性、事業実施想定区域及びその周辺の地域特性に言及しつつ、（１）

で挙げた計画段階配慮事項を選定した理由を述べよ。 

 （３）事業特性、地域特性を踏まえつつ、（１）で挙げた計画段階配慮事項に係る調査の手

法について具体的に説明せよ。 

 （４）（１）で挙げた計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果を、それ以降に建

設事業の具体化や環境影響評価手続にどのように反映・活用するのか、反映・活用場面

を１つ挙げ、その内容を概説せよ。 

平成 23 年４月、「環境影響評価法の一部を改正する法律」が公布され、平成 25 年 4 月から

施行されている、「計画段階配慮手続」に関する出題です。法改正に基づくタイムリーなテー

マですので、この分野を専門とする技術者は、当然予想しておかなければならない事項です。

環境省から公開されている「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」をよく理解しておく必要が

あります。設問が４段階になっていますので、２枚での解答の配分をよく考えて記述しなけれ



 

ばなりません。 

 

Ⅱ－２－２は、自然由来の土壌汚染の措置に関する出題です。 

（１）想定する事業概要と立地条件及び具体的な土壌汚染の内容について記せ。 

（２）本工事においては、近隣に処理事業者や処分場が無い。この条件下で対策を選定する手

順を述べよ。 

（３）上記の手順で選定された措置、その選定理由及び実施上の留意事項について述べよ。 

土壌汚染対策法に基づく「調査及び措置に関するガイドライン」（改定 2 版）の見直しが行

われ、平成 24 年 8 月に公表された「自然由来の土壌汚染の措置」に関するタイムリーなテー

マですので、この分野を専門とする技術者は、当然予想しておかなければならない事項です。 

この２問はいずれもこれを実務として経験していれば解答できると思います。実務経験の有

無で差がつくと思いますが、デスクワークだけで仕事を進めているか、過去問だけに取り組ん

でいるかだけでは適切な答案が書けない問題です。経験を積み上げて、かつ理論をきちんと身

につけておく必要があります。 

平成 25 年度の施工計画科目に類題が出題されています。 

Ⅱ－２－２ 建設工事（ここでは建設業法に規定する「建設工事」をいう。）により生じる産

業廃棄物（放射性廃棄物を除く。以下同じ。）を適正に取り扱うことは、環境影響の低減

につながる。建設工事により生じる産業廃棄物の取り扱いに関し、建設工事を実施する

以下の各段階において、留意すべき事項について述べよ。 

（１）工事着手前（工事目的物の計画段階や設計実施段階を含めてもよい。） 

（２）工事実施中（工事完了後を含めてもよい。） 

 

２問とも従来にも出題されてきた、必須科目（建設一般）と技術的体験論文の出題を合わせ

たような、予想に近い出題で、問題文も建設部門の科目の中で最も短くシンプルな出題した。 

選択科目Ⅱ－２では、問題文から出題の意図、記述を求めているポイントを読み取ることが

重要です。そこで、項目立てをする前に、問題文を次の例のように分析し、得点を得る内容は

何かを構想してから項目立て、要点の書き出し、キーワードの抽出に進みます。 

以下にⅡ－２－２の出題の分析について例示します。 

Ⅱ－２－２の出題の分析（前提条件） 

① 出題の背景             ：土壌汚染対策法に基づく「調査及び措置に関する

ガイドライン」（改定 2 版）の見直し 

② テーマとしている事象、あるいは状態：公共建設工事で発生する自然由来の土壌汚染 

③ 対象業務               ：自然由来の土壌汚染の措置、対策 

④ 条件                ：事業概要と立地条件及び具体的な土壌汚染の内容

は記述者が想定する 

近隣に処理事業者や処分場が無い 

⑤ 立場                ：当該工事における土壌汚染対策の責任者 

⑥ 論述する範囲、内容の指定      ：(1) 事業概要と立地条件及び具体的な土壌汚染の

内容 

(2) 近隣に処理事業者や処分場が無い条件下で対

策を選定する手順 

(3) 上記の手順で選定された措置、その選定理由



 

及び実施上の留意事項 

平成２７年度 

Ⅱ－２－１で「外来種対策」、Ⅱ－２－２で「環境影響評価法」に関する出題です。2 問とも

具体的な実務経験と知識の有無で大きく差が出る出題で、記述を要求しているレベルも高いと

いえます。２問出題のうち１問選択とはいえ、専門分野がはっきり分かれているので、いずれ

かの得意分野あるいは専門別で実質的に１問必須の出題になっています。 

Ⅱ－２－１の外来種対策に関する出題は近年初出で、出題予想が難しいテーマでした。建設

事業と外来種を受験者にフリーハンドでまず想定させることからスタートしますので、これを

具体的にイメージできないと合格レベルの答案にまとめるのは難しいでしょう。 

Ⅱ－２－２は、環境分野の本流ともいえる、環境アセスメントを専門とする受験者向けの出

題です。これもⅡ－２－１と同じように、建設事業と環境要素の項目、調査事項、調査地域、

調査地点及び調査期間、予測の前提条件、予測方法、予測地域・地点及び予測時期を受験者に

フリーハンドでまず想定させることからスタートしますので、これを具体的にイメージできな

いと合格レベルの答案にまとめるのは難しいでしょう。実質的な技術的体験論文に当たる内容

を即答するという、厳しい内容の出題です。 

実務的な経験や知識があり、それを制限時間、制限文字数でまとめる訓練が十分でないと合

格レベルの答案にまとめるのは難しいと思います。 

 

平成２８年度 

Ⅱ－２－１で「環境影響評価」、Ⅱ－２－２で「低炭素まちづくり」に関する出題です。2 問と

も具体的な実務経験と知識の有無で大きく差が出る出題で、記述を要求しているレベルも高い

といえます。２問出題のうち１問選択とはいえ、専門分野がはっきり分かれているので、いず

れかの得意分野あるいは専門別で実質的に１問必須の出題になっています。 

Ⅱ－２－１は、環境分野の本流ともいえる、環境アセスメントを専門とする受験者向けの出

題で、27 年度はⅡ－２－２に類題が出題されました。建設事業の概要・規模等は昨年度と同

じく受験者にフリーハンドで想定させることからスタートしています。 

昨年度と違うのは環境要素の項目を挙げてあり、それぞれについて影響要因及びその影響に

ついて環境保全措置を１つずつ挙げ、各々の効果を説明させるという主旨の出題になっていま

す。これらを具体的にイメージできないと合格レベルの答案にまとめるのは難しいでしょう。

実質的な技術的体験論文に当たる内容を即答するという内容の出題です。 

実務的な経験や知識があり、それを制限時間、制限文字数（1200 字）でまとめる訓練が十

分でないと合格レベルの答案にまとめるのは厳しいと思います。 

 

Ⅱ－２－２の「低炭素まちづくり」は、25 年度にⅢ－１で出題されています。 

過去問を演習してさらに実務的な経験や知識があり、それを制限時間、制限文字数でまとめ

る訓練が十分でないと合格レベルの答案にまとめるのは難しいと考えます。 

平成 28 年度も平成 25、26､27 年度と同じように、出題テーマがバランスよく配慮されてい

ます。実務経験の有無や知識の幅によって大きく差が出るような、昨年度に引き続き出題の難

度は高いと感じます。 

いずれの出題も、環境白書と国土交通白書の該当部分の把握、環境省と国土交通省のＨＰで

の主要政策の最新情報を的確に把握しておくことが重要です。この科目は、環境省と国土交通



 

省にまたがる政策分野であり、技術的なテーマと政策あるいは行政手法に関する両方の出題が

問題ⅡとⅢに出題されます。 

建設環境分野の中でも、狭い範囲で計画・設計あるいは細分化された専門分野に従事してい

る技術者にとっては、日頃接していないテーマあるいは内容であれば選択肢が少ないだけに、

この科目にはよほど本腰を入れて取り組む必要があります。 

 

平成２９年度 

Ⅱ－２－１で「環境影響評価」、Ⅱ－２－２で「歴史的建造物を活かしたまちづくり」に関

する出題です。２問とも具体的な実務経験と知識の有無で大きく差が出る出題で、記述を要求

しているレベルも高いといえます。２問出題のうち１問選択とはいえ、専門分野がはっきり分

かれているので、いずれかの得意分野あるいは専門別で実質的に１問必須の出題になっていま

す。以下に問題文の全文を再掲します。 

 

Ⅱ－２－１ 環境影響評価法に定める第一種事業にあたる建設事業が計画されており、あなた

は担当者として、この事業に関する方法書以降の手続に係る環境影響評価を行うことになった

が、以下の問いに答えよ。なお、環境保全措置については複数案の比較を通じて検討した結果、

回避、低減、代償の措置が取られることとなった。 

（１）あなたが想定した建設事業の概要と、その事業が実施される地域の状況を具体的に述

べよ。 

（２）（１）で述べた地域の状況との関連性を踏まえ、この事業による環境影響を想定して

影響要因及び影響を受ける環境要素の項目（以下環境項目という。）を３つ挙げよ。 

  また、それらを選定した理由を合わせて述べよ。 

（３）（２）で選定した環境項目から２つ選び、実施することが適切であると考えられる環

境保全措置の内容を説明せよ。ただし、1つ目の環境項目は回避・低減措置の内容を、2

つ目は代償措置の内容を説明せよ。このうち、代償措置については、当該措置をとるに当

たって行った複数案の比較検討の内容を説明せよ。 

 

Ⅱ－２－２ 歴史的建造物が残されている地方都市の中心市街地において、その建造物を地域

固有の景観資源として活用したまちづくりに取り組むことになったことを踏まえ、以下の問に

答えよ。 

（１）あなたが想定した、歴史的建造物を具体的に挙げ、その建造物が置かれている状況を述

べよ。 

（２）その歴史的建造物を保全・活用することができる法律や制度の概要を説明し、建造物が

置かれている状況に対して、それらの法律や制度を適用する目的を述べよ。 

（３）（２）で挙げた目的を実現するために、ハード面とソフト面における具体的な対応策を

それぞれ述べよ。 

（４）（３）で挙げた具体的対応策を進める際に留意すべき点を述べよ。 

 

Ⅱ－２－１は、環境分野の本流ともいえる、環境アセスメントを専門とする受験者向けの出

題で、27 年度にⅡ－２－２で類題が出題されました。さらに 28 年度も問題文もほぼ同類とい

える影響要因及び影響を受ける環境要素の項目を挙げさせ、環境保全措置とその効果を説明さ

せる問題です。 



 

建設事業の概要・規模等は昨年度と同じく受験者にフリーハンドで想定させることからスタ

ートしています。27 年度と 28 年度の違いは環境要素の項目を挙げて、それぞれについて影響

要因及びその影響について環境保全措置を１つずつ挙げ、各々の効果を説明させるという主旨

の出題になっています。さらに 28 年度と 29 年度の違いは、環境保全措置については、「回避、

低減、代償の措置」という指定があるところに差異がありますが、実質的にはほぼ同じ条件で

の問題文といえます。 

これらを実際に経験しているか、あるいは具体的にイメージできないと合格レベルの答案に

まとめるのは難しいでしょう。実質的な技術的体験論文に当たる内容を即答するという出題で

す。しかも実務的な経験や知識があり、それを制限時間、制限文字数（1200 字）でまとめる

訓練が十分でないと、合格レベルの答案にまとめるのは厳しいと思います。 

 

Ⅱ－２－２の「歴史的建造物を地域固有の景観資源として活用したまちづくり」のテーマは、

建設環境科目の出題としては初出ですが、ほぼ同じ主旨で、「都市及び地方計画」科目の 28 年

度の問題Ⅱに－２－１に以下の出題があります。出題文は以下のように非常にシンプルです。 

都市及び地方計画科目 28 年度 

Ⅱ－２－１ 歴史的街並みを有する地方都市において、地域活性化に資する魅力ある景観の

形成を図るため、景観計画を策定することになった。あなたが担当責任者として計画の策定を

行うに当たり、以下の内容について記述せよ。 

（１）景観計画を策定してまちづくりを推進することの意義 

（２）計画策定の手順とその具体的内容 

（３）計画策定を進める際に留意すべき事項 

 

この歴史まちづくりのテーマは、さらに「都市及び地方計画」科目の 26 年度Ⅱ－２－１に

も「城下町を起源とする歴史街並み」という条件がついていますが、ほぼ同じ主旨で出題され

ています、 

これまでの建設環境科目の出題としては異質ですので、戸惑った受験者は多かったと思いま

す。特に関連する法律や制度を理解しておかないと、解答としてまとめられません。一方で、

都市及び地方計画のうち自然環境保全などによる地域活性化などに取り組んでいる分野の受

験者なら対応できると思いますが、かなり少数でしょう。 

 

建設環境科目の過去問に留まらず、「環境部門」のうち「環境保全計画」科目、「自然環境保

全」科目、「環境影響評価」科目さらに建設部門の「都市及び地方計画」科目や、「河川、砂防

及び海岸・海洋」などの科目等での関連する過去問を演習しておく必要があります。さらに実

務的な経験や知識があり、それを制限時間、制限文字数でまとめる訓練が十分でないと合格レ

ベルの答案にまとめるのは難しいと考えます。実務経験の有無や知識の幅によって大きく差が

出るような、昨年度に引き続き出題の難度は高いと感じます。 

いずれの出題も、環境白書と国土交通白書の該当部分の把握、環境省と国土交通省のＨＰで

の主要政策の最新情報を的確に把握しておくことが重要です。この科目は、環境省と国土交通

省にまたがる政策分野であり、技術的なテーマと政策あるいは行政手法に関する両方の出題が

問題ⅡとⅢに出題されます。 



 

建設環境分野の中で、狭い範囲で計画・設計あるいは専門に細分化された分野に従事してい

る技術者にとっては、日頃接していないテーマあるいは内容であれば選択肢が少ないだけに、

この科目にはよほど本腰を入れて取り組む必要があります。 

 

過去５年間での Ⅱ－１とⅡ－２の出題テーマ一覧 

問題／年度 25 年度 26 度 27 年度 28 年度 29 年度 

Ⅱ-1 -1 環境再生に

おける順応

的管理の基

本的考え方

とそのプロ

セス 

生物多様性４

つの危機の要

因と生物多様

性への影響、建

設分野での対

策の概要 

生態系サービスについ

て概説、建設事業が生

態系サービスの向上に

寄与する具体例及びそ

の寄与する理由 

湖沼やダム貯水池

等の淡水域で富栄

養化が進行するメ

カニズム、国内での

富栄養化対策事例 

生物多様性条約目標の

達成に向けて行動計画

を策定として、外来種対

策を進めるための基本

的な対策の考え方 

-2 環境影響評

価法の主な

改正事項 

ヒートアイラ

ンド現象の原

因と、建設分

野における具

体的緩和対策 

再生可能エネルギーの

導入が推進されている

背景を概説、国内での

再生可能エネルギーの

利用例を２つ挙げ、環

境面における得失 

建設発生土のリサ

イクルに関する課

題と対応策 

瀬戸内海等の閉鎖性水

域における環境保全に

係る施策を概説。それぞ

れの目標ごとに目標達

成のための具体的な施

策 

-3 建設リサイ

クルの課題

の解決に資

する具体的

な対応方法 

「循環型社会

形成推進基本

法」制定の背

景、循環型社

会への施策と

概要 

「景観法」での景観重

要公共施設制度を説

明、景観重要公共施設

制度で期待される効

果 

建設作業騒音又は自

動車交通騒音のいず

れか、騒音の基準に

適合するかの評価方

法。当該騒音の発生

源対策及び伝搬対

策 

気候変動を考慮したイ

ンフラ整備の将来計画

を立案、「比較的発生頻

度が高い外力に対する

防災対策」及び「施設

の能力を大幅に上回る

外力に対する減災対

策」立案の基本的考え

方と、それらに応じた

具体的取組 

-4 「生態系ネ

ットワーク」

形成のため

の具体的対

策 

下層溶存酸素

量（DO）を指

標とする理由 

下層 DO 改善

に係る対策と

原理 

廃棄物最終処分場跡地

等廃棄物が地中にある

土地での形質変更に関

する制度。本制度によ

る建設事業の施工計画

を立案する際検討が必

要な項目を４つ 

生物多様性の観点か

ら民間企業に期待さ

れる取組の背景、建

設分野における原材

料調達、保有地管理

における場面で、そ

れぞれ記述 

土壌汚染による特定有

害汚染物質の摂取経

路、有害汚染物質に係

る基準を摂取経路と関

連づけて経路ごとに説

明。土壌汚染状況調査

の結果、汚染状態が基

準に適合しない場合に

おける区域指定につい

て、汚染除去等の措置

の必要性と関連づけて

説明 

Ⅱ-2 -1 希少種へ影

響を及ぼす

環境影響評価

法の計画段階

建設事業で外来種対

策に必要な調査計画

山間部において環境

影響評価法に定める

環境影響評価法に定め

る第一種事業の環境項



 

環境影響の

予測と対策 

配慮手続 内容と、具体的な外

来種対策、留意すべ

き事項 

第一種事業の建設事

業計画。環境項目（４

つ）と、予測結果か

ら環境影響があると

判断され、適切であ

ると考えられる環境

保全措置 

目と、予測結果から環境

影響があると判断され、

適切であると考えられ

る環境保全措置として

回避、低減、代償の措置

を説明 

-2 工事による

生活環境へ

影響を及ぼ

す要因の予

測と対策 

土壌汚染（自

然由来）の措

置・対策 

「環境影響評価法」に

定める第一種事業の

建設事業を想定、調査

と予測、環境保全措

置の検討を行う際に

留意すべき事項 

地球温暖化を緩和す

る都市レベルの低炭

素まちづくりに関す

る計画、「交通・都市

構造」、「エネルギ

ー」、「みどり」につ

いて計画策定に当た

って盛り込むべき取

組を 3 つずつ概説。

計画の達成状況を評

価する手順及び定量

的な評価方法、留意

点 

歴史的建造物を具体的

に挙げ、その建造物が

置かれている状況。歴

史的建造物を保全・活

用することができる法

律や制度の概要を説

明。建造物が置かれて

いる状況に対して、そ

れらの法律や制度を適

用する目的。目的を実

現するために、ハード

面とソフト面における

具体的な対応策と実施

の際の留意点 

 

３. 問題Ⅲ（課題解決力を問う問題）の出題の分析と今後の対応 

問題Ⅲは、平成 25 年度から新たに設けられた課題解決能力を問う問題です。 

いずれも、公表されている選択科目Ⅲの出題概念として、『社会的なニーズや技術の進歩に

伴い、最近注目されている変化や新たに直面する可能性のある課題に対する認識を持っており、

多様な視点から検討を行い、論理的かつ合理的に解決策を策定できる能力を問う』という主旨

に沿う出題です。この出題概念を３つの項目に分解して整理して見ると 

（１）「社会的なニーズや技術の進歩に伴い」       ⇒『出題テーマの背景・範囲』 

（２）「最近注目されている変化や新たに直面する可能性のある課題と解決策 

 ⇒『メインテーマ』 

（３）「多様な視点から検討」                ⇒『視点』 

2 問出題中１問選択（答案用紙 3 枚）です。「建設環境」科目では平成 25,26,27 年度とも建

設部門での問題Ⅲの標準的な構成で、内容は以下のとおりです。 

（１）現下の社会基盤整備に課せられたテーマに関する「都市及び地方計画」科目からの現況

について、改善に取り組むべき事項や問題の要因の説明を求め、 

（２）課題を挙げさせた上で、解決策を問う。 

（３）でさらにその解決策の具体的な評価あるいはリスクや負の影響等について（多様な視点

からの分析）論述させるといった、３段階で説明・論述を求める構成になっています。 

 

これまでの必須科目（建設一般）あるいは技術的体験論文の形式に準じ、各選択科目の内容



 

で受験者の経験に基づく課題解決力を問うような設問になっています。よって実務経験からの

記述を求める問題が数多く出題されるなど、経験を積んだ技術者には書きやすい科目・出題も

ありました。これまでも出題されてきたジャンルの範囲であるので、予想の範囲内でなければ

合格はおぼつかないと思います。しかしすべての受験者が１か、２のいずれかを選択して合格

レベルにまとめなければならないことから、厳しいと感じた受験者もかなりいたと思います。 

科目の出題は、全体としてみると、過去の出題よりも幅が広くかつ総合的な考え方を求めて

います。それぞれ総合的・実務的な経験・知識をいっそう求めるような出題で、計画・設計系

と、施工系等の大きく２分野に分けています。過去問に加えて、自分の経験を積み上げて棚卸

しすること（つまり、現場での施工記録、問題提起、技術提案、感想・反省・評価などの記録

と活用）を怠りなく続けることで能力を高める必要があります。付け焼刃あるいはせっかくの

経験を使い捨てしているようでは、合格には程遠いといえます。さらに、特に狭い専門分野を

担う技術者（設計・施工いずれも）にとって不足する総合的なマネジメントの観点を補うため

一層の努力と経験が必要です。 

この建設環境科目の問題Ⅲでは、小設問（１）～（３）は、これまで類似した主旨の問いと

なっていることが特徴です。今後も踏襲される可能性が高いので、出題を予想するテーマにつ

いて技術ノートに考察し整理する上で、必須の事項です。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 

２問題とも、法律制定に伴うタイムリーで予想しやすいテーマで、Ⅲ－１で、「低炭素都市

づくり」に関する見識の問題、Ⅲ－２で「閉鎖性海域の水質改善」についての問題、の２分野

に分けて出題されました。２問出題中１問の選択を求められています。 

Ⅲ－Ⅰでは、「建設環境の技術士として 

（１）低炭素都市づくりを実現するための方策を３つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に

寄与する仕組みを述べ、 

（２）その方策のうち重要と考えるもの１つについて、その理由を説明、その方策の実施に

当たっての技術的課題を述べよ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案の留意点やリスクについて述べ

よ。」 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」にも関係する定番の予想しやすいテーマの出題でし

た。この系統の問題は本講座でも解説したとおり、過去問として類題も多く出され、また土木

学会の認定土木技術者試験（上級あるいは一級）の環境分野でもヒントになる類題として次の

問題文で出題されています。 

「低炭素社会の実現に向けて、都市政策として考えられる施策を5つ挙げて、それらの内容と

その効果を計測する方法について説明しなさい。」 

今年度の「都市及び地方計画」科目の問題Ⅲ－２でも類題として出題されています。 

 

テーマ  問題文に、出題の背景・範囲の説明 

設問（１） 検討すべき項目あるいは課題、実施すべき事項を多様な観点から記述 

設問（２） 課題解決の具体的方策を提案、または課題とその進め方を提示 

設問（３） 提示した方策を実施する際の問題点と対処方法、 

技術提案がもたらす効果と、想定されるリスクや考慮すべき事項と対応策



 

Ⅲ－２では、「東京湾、伊勢湾、大阪湾等の閉鎖性海域の水質改善に向けて、各海域で再生行

動計画が策定され、関係機関が流入負荷削減対策等に取り組んでいる。しかし貧酸素水塊の

発生が解消されず、生物の斃死を招く等の課題も残されている。このような状況を考慮して、 

建設環境の技術士として 

（１）閉鎖性海域の環境改善を図る上で重要と考える目標について述べよ。 

（２）上述した目標を達成するための対策を１つ挙げ、その対策の技術的課題を示せ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案を示すとともに、提案を実施する際の問題点、

トラブルについて述べよ。」 

 

２問とも従来の出題とは大きく異なりましたが、必須科目（建設一般）の出題を合わせたよ

うな出題でした。いずれも、現下の建設環境政策に課せられたテーマに関する方策と、実施す

るための課題を挙げさせ、解決策の提案とそれらがもたらす効果を具体的に示すとともに、実

行する際の留意点やリスクやについて論述させるという、これまでの必須科目（建設一般）の

建設環境バージョンといった内容で、問題Ⅲは各２問ともほとんど同主旨、同レベルといって

いいほどマッチングしています。問題Ⅲは、この科目だけ特別に難度が上がったとはいえませ

ん。技術士として、この出題に合格できるレベルを指すべきという指標を示していると考える

必要があります。 

 

平成２６年度 

これまでの共通科目（建設一般）の素養を求めることも加味した良問でした。Ⅲ－１で「事

前防災・減災」と生物多様性の保全の問題と、Ⅲ－２で社会資本の維持管理・更新と、自然環

境や生活環境などへの配慮の取組の問題で、いずれもこれまで出題されていなかったテーマで

す。 

技術士として、この出題に合格できるレベルを指すべきという指標を示していると考える必要

があります。２問とも従来の出題とは大きく異なりましたが、必須科目（建設一般）の出題に

専門分野を絞ったような出題でした。 

 

Ⅲ－１は、事前防災・減災推進と生物多様性の保全の問題です。 

「大規模な津波・高潮・洪水等の自然災害に対する備えとして、事前防災・減災を推進する

ことが必要となっている。一方、我が国の生物多様性の損失はすべての生態系に及んでお

り、今後は、自然と共生できる事前防災・減災を進めていくことが重要になると考えられ

る。このような状況を考慮し、以下の問いに答えよ。 

（１）事前防災・減災の取り組みを進めながら生物多様性の保全を図るために検討すべき事項

を多面的に記述せよ。 

（２）（１）の検討すべき事項の中から、生物多様性の保全を図る上で、あなたが最も重要と

考えるものを、他の事項との比較を行った上で１つ挙げ、その理由を論述せよ。 

（３）（２）で挙げた事項に対する技術的課題を 2 つ挙げ、それぞれについて、解決するため

の技術的提案を具体的に述べよ。」 

 

平成 26 年度 河川、砂防及び海岸・海洋科目のⅡ－２－１でも次のような類題が出されて

います。 

「河川、砂防及び海岸・海洋分野における施設整備では、防災安全度の確保の他、自然環境



 

への配慮が求められる状況を考慮し、以下の問いに答えよ。 

（１）河川、砂防及び海岸・海洋分野における施設整備において、影響を受ける自然環境の要

素とその過程を説明せよ。 

（２）（１）で記載した自然環境の要素とその影響の過程に対して、施設の計画・設計・施工

の各段階において、自然環境の保全・回復・創出の観点から留意すべき事項について述べ

よ。」 

 

Ⅲ－２は、維持管理・更新事業と自然環境や生活環境などへの配慮の取組についての問題です。 

「我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期などに集中的に整備され、今後急速に老朽

化することが懸念されている。今後、真に必要な社会資本整備とのバランスを取りながら、

如何に戦略的に維持管理・更新を行って行くかが問われている。同時に、この様な社会資

本の更新の機会を捉えて、自然環境や生活環境などへの配慮の取組を実施する必要がある。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。 

（１）社会資本の更新事業を１つ想定し、その概要を説明せよ。またその更新事業を計画、実

施する際に環境への配慮を図る観点から検討すべき課題を、多面的な視点から複数挙げ、

その内容について述べよ。 

（２）上述した検討すべき課題のうち、あなたが最も重要と考えるものを１つ挙げ、その理由

を説明するとともに、解決するための技術的提案を示せ。   

（３）あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに、想定されるリスクについ

ても記述せよ。」 

 

２問とも３段階の設問で、問題Ⅲの標準的な構成になっていますが、これまで取り上げられ

なかったようなテーマです。総合的な対策提案を求めるような内容は、この出題方式になった

からこそ出題されたと思います。狭い専門領域で業務をこなしているだけですと、このような

選択科目全体を見渡した出題には対応しきれません。特に施工系技術者（専門工事業等に従事）

にとっては、総合的なマネジメントの観点がどうしても不足します。これを補うため一層の努

力と経験が必要です。 

 

平成２７年度 

Ⅲ－１で、「コンパクトシティの実現」に向け、都市構造全体計画の立案の課題、Ⅲ－２で

「循環型社会」構築への課題についての設問です。以下に問題文の全文を再掲します。 

 

Ⅲ－Ⅰ ある都市において、市街地が拡散した都市の構造を見直し、コンパクトシティの実現

に向け、都市構造全体の計画の立案が求められている状況にある。同時に、この機会を捉えて、

地球環境をはじめとする環境への配慮の取組を連携して推進する必要がある。このような状況

を踏まえ、計画を立案する立場として、以下の問いに答えよ 

（１）市街地が拡散した都市における環境面の課題を複数挙げ、コンパクトシティの実現に向

けた取組を進めながら、環境への配慮を図る観点から積極的に取り組むべき項目を多面的

な視点から説明せよ。 

（２）上述した取り組むべき項目について、環境面の改善効果を高めるために、あなたが計画

上最も重要視しなければならないと考えることについて、その理由も併せて述べるととも

に、それを実現可能とするための対応策を示せ。 



 

（３）あなたの対応策がもたらす効果を具体的に示すとともに、想定される留意点・リスクに

ついても記述せよ。 

 

27 年度のⅢ－１は、「都市及び地方計画」分野に近い出題でした。都市計画の中でも環境計

画を専門として当該業務の実務経験がある受験者にとってはラッキーな出題です。しかし多く

受験者にとって、出題を想定していなければ手強い出題内容といえます。 

 

Ⅲ－２ 天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、廃棄物など

の循環資源が有効に利用・適正処分される「循環型社会」を構築していくことが必要である。

一方、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック関連工事等の本格化や社会資本の維持管

理・更新時代の到来により、建設副産物の発生量の増加が懸念される。この様な状況を踏まえ

て、建設副産物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に関して、以下の問いに答えよ 

（１）今後、建設副産物の３Ｒを推進していく上での課題を、多面的な視点から複数挙げ、そ

の内容についてそれぞれ述べよ。 

（２）上述した課題のうち、あなたが最も重要と考えるものを１つ挙げ、その理由を説明する

とともにその課題を解決するための対策を示せ。 

（３）あなたが示した対策を実施する際に生じ得る問題点と、その問題点への対処方法につい

て述べよ。 

 

平成 25 年度からの 3 年間で、循環資源をテーマにする出題は、平成 25 年度の問題Ⅱ－１－

３以来 2 問目です。施工系の技術者にとってやっと出題された、という印象です。廃棄物その

ものではありませんが、同じように 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック関連工事等

の建設事業での、建設環境面での課題として、今年度の「道路」科目のⅡ－２－２に、「事業

で発生する建設発生土について」の類題（下記）に出題されています。 

Ⅱ－２－２ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに備えて、首都圏の中心にインフ

ラ整備が進められることになるが、一方で、それに伴う大量の建設発生土の処理が課題となっ

ている。都市部で大規模なトンネル工事を計画する担当責任者として、下記について述べよ。 

（１）建設発生土を有効利用する上での課題（なお、課題は２つ挙げそれぞれの内容を述べ

ること。） 

（２）（１）の課題を踏まえ、当該工事の建設発生土を有効利用するための方策と留意点 

 

現下の建設環境政策に課せられたテーマに関する方策と、実施するための課題を挙げさせ、

解決策の提案とそれらがもたらす効果を具体的に示すとともに、実行する際の留意点や想定さ

れるリスクについて論述させるという、これまでの必須科目（建設一般）の建設環境バージョ

ンといった設問の内容です。テーマ、切り口、問いかけ方を色々変えて出題されていますので、

経験を含めた広範囲な知見を必要とします。 

 

平成２８年度 

Ⅲ－１で、「気候変動に伴う環境への悪影響に対する適応策」に関して、環境部門の本流に

近い出題でした。多く受験者にとって、出題を想定していなければ手ごわい出題内容といえま

す。 

Ⅲ－Ⅰ ＩＰＣＣ第５次評価報告書では、気候システムの温暖化は疑いの余地のないことが示



 

されており、今後、気温上昇の程度をかなり低くするための対策をとった場合でも、世界平均

気温や世界平均海面水位の上昇の可能性が高いとされ、自然及び人間社会に深刻な影響を及ぼ

すであろうことが同報告書に示されている。 

 このため、近年の気候変動枠組条約の締結国会議（ＣＯＰ）においては、「緩和策」ととも

に気候変動による悪影響へ備える「適応策」を実施することの重要性が指摘されるようになっ

ている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ 

（１）気候変動により想定される環境への悪影響とそれに対する適応策について、複数述べよ。 

  （なお、自然災害に関する悪影響及び適応策は除く。） 

（２）その適応策のうち、あなたが重要と考えるもの１つについて、実施するに当たっての技

術的課題を述べよ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案に関するリスクや留意点を述べよ。 

 

Ⅲ－２で「大規模津波災害からの復旧・復興に際しての自然環境への配慮」に関しての出題

です。平成 25 年度からの 4 年間で、防災・あるいは災害復旧・復興と環境の両立の問題は「災

害の復旧・復興事業と自然環境への配慮」をテーマにする出題と対応して、平成 26 年度の問

題Ⅲ－１に「事前防災・減災と生物多様性の保全」があります。 

 

Ⅲ－２ 東日本大震災基本法において「環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題

の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと」とされているように、大規

模な津波災害からの復旧・復興に際しても自然環境への配慮も含めた中・長期の視点は重要で

ある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ 

（１）大規模津波災害からの復旧・復興事業において自然環境への配慮を行う意義について、

多面的な視点から３つ挙げ、その内容についてそれぞれ述べよ。 

（２）大規模な津波災害からの復旧・復興事業を１つ想定し、その概要を説明せよ。復旧・復

興事業において環境への配慮を図る際に、特に復旧・復興の観点から留意すべき課題を３

つ挙げ、おのおのについて、その対応策を示せ。 

（３）上述の対応策から１つ選び、その対応策を実施する際に生じ得る問題点と、その問題点

への対処方法について述べよ。 

 

平成２９年度 

Ⅲ－１で、「生態系ネットワーク形成」に関して、Ⅲ－２で「再生可能エネルギー等の利活

用の推進」に関しての出題です。 

今年度のⅢ－１も、環境部門の本流に近い生態系ネットワーク形成についての出題でした。

多く受験者にとって、出題を想定していなければ手ごわい出題内容といえます。 

問題Ⅲ－２は再生可能エネルギーに関する出題で、過去に出題されていそうですが、テーマ

自体は初出です。問題文にある「環境行動計画」や環境省の主要政策からみても、出題予想が

できたテーマでした。 

再生可能エネルギーをテーマにした出題は、「電力土木」科目 25 年度問題Ⅱ－１－１ 

に「発電計画に関する経済性評価手法のうち、再生可能エネルギーを利用した計画に適した手

法を２つ挙げ、それぞれの概要と適用上の留意点を述べよ。」という出題が唯一あります。 

以下に問題文の全文を再掲します。 

 



 

Ⅲ－Ⅰ 国土全体にわたって自然環境の質を向上させていくためには、国土レベルで、生態系

ネットワーク（エコロジカルネットワーク）を確保することが重要である。このような状況を

踏まえ、以下の問いに答えよ。 

（１）生態系ネットワーク形成によりもたらされる効果を複数挙げ、それぞれの内容について

述べよ。 

（２）生態系ネットワーク形成に当たって特に重要と思われる技術的課題を２つ挙げ、それぞ

れについて解決するための技術的提案を複数述べよ。 

（３）生態系ネットワークが形成された場合に生じるリスクについて述べよ。 

 

Ⅲ－２ 平成２６年度３月に国土交通省が策定した「環境行動計画 －環境危機を乗り越え、

持続可能な社会を目指す－」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用し

た再生可能エネルギー等の利活用の推進」が挙げられている。持続可能な社会の実現に向けて、

建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下

の問いに答えよ。 

（１）再生可能エネルギー等の利活用の推進が掲げられていることについて、その意義と社会

的背景を述べよ。 

（２）社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を１つ取り上げ、社会インフ

ラを活用する上での課題を３つ挙げてその内容をそれぞれ述べよ。 

（３）上記の課題を解決して再生可能エネルギー等の利活用をさらに促進させるため、あなた

が考える社会インフラの活用に関わる提案を１つ述べるとともに、その提案の効果及びそ

の提案を実現するに当たっての留意点を述べよ。 

 

過去５年間でのⅢの出題テーマ一覧 

 25 年度 26 年度    27 年度    28 年度 29 年度 

Ⅲ-1  

テーマの背

景・範囲 

低炭素都市づ

くりを実現す

る３つの方策

が低炭素に寄

与する仕組み 

「事前防災・減

災」と生物多

様性の保全の

問題 

市街地が拡散した

都市の構造を見直

し、コンパクトシテ

ィの実現に向け、都

市構造全体の計画

を立案 

世界平均気温や世界

平均海面水位の上昇

の可能性が高い。自

然及び人間社会に深

刻な影響を及ぼすお

それ 

国土レベルで、生態系ネ

ットワーク（エコロジカ

ルネットワーク）を確保

することが、国土全体に

わたって自然環境の質

を向上させていくため

に重要 

  設問(1) 

答案の前提

条件、直面

する課題 

重要と考える

方策１つにつ

いて、その理

由と方策の実

施上の技術的

課題 

事前防災・減災

の取り組みを

進めながら生

物多様性の保

全を図るため

に検討すべき

事項 

市街地が拡散した

都市での環境面の

課題、コンパクト

シティの実現に向

けた取組を進めな

がら、環境への配

慮を図る観点か

ら、取り組むべき

項目を多面的な視

点から説明 

気候変動により想

定される環境への

悪影響とそれに対

する適応策 

生態系ネットワーク形

成によりもたらされる

効果を複数挙げ、それ

ぞれの内容 



 

設問(2) 

質問のメイ

ンテーマ 

課題解決のた

めの技術的提

案 

生物多様性の

保全を図る上

で、重要と考え

るものを、他の

事項との比較

と理由を論述 

課題のうち、最も

重要と考えるもの

の理由とその課題

を解決するための

対策 

適応策のうち、重要

と考える１つにつ

いて、実施するに当

たっての技術的課

題 

生態系ネットワーク形

成に重要な技術的課題

を２つ挙げ、それぞれ

解決するための技術的

提案 

設問(3) 

多様な視点 

技術的提案の

留意点やスク 

 

技術的課題と、

課題解決のた

めの技術的提

案 

示した対策を実施

する際に生じ得る

問題点と、その問

題点への対処方法

課題を解決するた

めの技術的提案及

びその提案に関す

るリスクや留意点 

生態系ネットワークが

形成された場合に生じ

るリスク 

Ⅲ-2   

テーマの背

景・範囲 

閉鎖性海域の

水質改善を図

る上で重要と

考える目標 

維持管理・更新

事業と自然環

境や生活環境

などへの配慮

の取組 

建設副産物の発生

量の増加の状況を

踏まえて、建設副

産物の３Ｒ推進の

要請 

大規模な津波災害

からの復旧・復興に

際して自然環境へ

の 配 慮 も 含 め た

中・長期の視点が重

要 

再生可能エネルギーの

利活用の対応を充実・

強化することが、持続

可能な社会の実現に向

けて、建設分野におい

ても重要 

設問(1) 

答案の前

提条件、直

面する課題 

閉鎖性海域の

環境改善の目

標を達成する

ための対策を

１つ、 

想定した社会

資本の更新事

業を計画、実施

する際に環境

への配慮を図

る観点から多

面的な視点で

の検討課題と

内容 

 

 

建設副産物の３Ｒ

を推進していく上

での課題を、多面的

な視点から複数挙

げ、その内容を説明

大規模津波災害から

の復旧・復興事業に

おいて自然環境への

配慮を行う意義を、

多面的な視点から３

つ挙げ、その内容説

明 

再生可能エネルギー等

の利活用の推進が掲げ

られていることの意義

と社会的背景 

設問(2) 

質問のメイ

ンテーマ 

上記の課題を

解決するため

の技術的提案 

 

課題のうち、最も重

要と考えるものの

理由を説明し、課題

を解決するための

対策 

大規模な津波災害か

らの復旧・復興事業

を１つ想定し、概要

を説明。復旧・復興

事業において環境へ

の配慮を図る際に、

特に復旧・復興の観

点から留意すべき課

題を３つ挙げ、その

対応策 

社会インフラを活用し

た再生可能エネルギー

の利活用事例を１つ取

り上げ、社会インフラを

活用する上での課題を

３つ挙げてその内容 

設問(3) 

多様な視点 

実施する際の

問題点、トラ

ブル 

技術的提案が

もたらす効果

と、想定される

リスク 

示した対策を実施

する際に生じ得る

問題点と、その問題

点への対処方法 

対応策から１つ選

び、その対応策を実

施する際に生じ得る

問題点と、その問題

点への対処方法 

課題を解決して再生可

能エネルギー等の利活

用をさらに促進させる

ため、社会インフラの活

用に関わる提案を１つ

述べ、その提案の効果及

びその提案を実現する

に当たっての留意点 

 



 

問題Ⅲは、この科目だけ特別に難度が上がったとはいえません。技術士として、この出題に

合格できるレベルを指すべきという指標を示していると考える必要があります。タイムリーな

テーマを国土交通白書や環境白書等からもしっかり把握しておかなければなりません。個別課

題に踏み込んで、知識だけでなく現状を整理し、法制度と課題抽出・方策の提示を求める応用

能力と課題解決力を評価しています。 

建設環境科目は、平成 24 年度までは選択科目は、例年１問目（A グループ）では２問中１

問選択でしたが、２問目（B グループ）は、受験者のそれぞれ専門とする事項・分野で選択で

きるような出題となっていました。つまり道路、都市政策・計画、鉄道、港湾・空港、電力・

エネルギー、河川等の各分野に関連する問題が８問出されていました。これからは受験者の専

門とする狭い得意分野の範囲だけの見識では、選択できる問題が狭まることになります。 

 

まず、書き始める前に、問題点や解決策を多様な視点から見て書き落とし（モレ）や重複（ダ

ブり）を生じないよう、また方向性を記述する段階で項目の記述順序、記述量のバランスをチ

ェックしながら下書きし、また具体的な実現性も現状に合致することを確認して書きます。 

２問ともまず（１）で「幅広い」視点から概説することを求めていることが評価のポイント

です。試験場で出題文を見てから思いつきで課題を挙げるのではなく、事前に十分な学習によ

って認識していたかどうかが勝負です。また解決能力は、自分が提示した課題に対して実現性

のある解決策をできるだけ広い視野から説得力をもって説明するという、見識の広さと説明能

力の有無を見ます。さらに（３）では、提示した解決策に対する効果と、想定されるリスクに

ついての記述という、これまでにない深い内容の設問でした。これについても事前に十分認識

しておかなければ、適切な答案にはなりません。 

問題Ⅲは、この選択科目の出題だけでなく、他の部門や選択科目の出題も参考になります。

本受験講座第５回で「選択科目Ⅲの課題解決能力を問う出題への取り組み」と題して、選択科

目全体について解説していますので、参考にして下さい。 

 

本講座でも解説したとおり、過去に土木学会の認定土木技術者試験（上級あるいは一級）の

環境分野等でも類題として出題されています。問題の切り口、問題文その中にヒントが書かれ

ていることがあります。問題文は土木学会の HP http://www.jsce.or.jp/opcet/02_testQ.shtml 

に掲載されています。 

 

平成２４年度以前の過去問は、公益社団法人日本技術士会の HP ⇒試験・登録情報⇒過去問

題（第二次試験） http://www.engineer.or.jp/c_categories/index02022229.html に掲載され

ています。（記述式問題は平成 28 年度から平成 21 年度の 8 年度分、平成 18 年度～平成 16 年

度は択一式試験問題のみ）平成 20 年度以前の過去問も、例えば 

「技術士受験を応援するページ SUKIYAKI 塾」 http://www.pejp.net/pe/ 、 

日経ケンプラッツ 技術士取得支援サイト http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/const/gijutsushi/ 

（プレミアム会員限定） などにも掲載されています。 

出題をズバリ予想することは困難です。それぞれの過去の出題などから共通点および相違点あ

るいは出題傾向を探って下さい。 

 

平成 25,26,27,28，29 年度の 5 年間での「建設環境」科目の問題Ⅱ，Ⅲ 全部で４０問を以

下に再掲します。 



 

 

平成２５年度 技術士第二次試験 選択科目 ９－１１ 建設環境  

 

Ⅱ－１ 次の４設問（Ⅱ－１－１～Ⅱ－１－４）のうち２設問を選び解答せよ。（設問ごとに

答案用紙を替えて解答設問番号を明記し、それぞれ１枚以内にまとめよ。） 

 

Ⅱ－１－１ 環境再生における順応的管理の基本的考え方とそのプロセスについて述べよ。ま

た、順応的管理を実際の事業で適用する上での留意点を３つ挙げよ。 

Ⅱ－１－２ 平成 25 年 4 月 1 日から施工された環境影響評価法の主な改正事項 2 点挙げ、そ

れぞれの改正の背景と内容を述べよ。 

Ⅱ－１－３ 建設リサイクルを取り巻く課題を３つに大別して、それぞれ、概要を説明せよ。

また、課題を１つ取り上げ、課題解決に資する具体的な対応方法について述べよ。 

Ⅱ－１－４ 生態系ネットワーク」の考え方を説明し、ネットワーク形成のための具体的対策

を建設環境の技術士の立場から２つ挙げて留意点を述べよ。 

 

Ⅱ－２ 次の２設問（Ⅱ－２－１,Ⅱ－２－２）のうち１設問を選び解答せよ。（解答設問番号

を明記し、答案用紙２枚以内にまとめよ。） 

 

Ⅱ－２－１ ある建設事業によって環境への影響が懸念される区域内に希少種が生育・生息し

ている。あなたは建設環境の技術士として、工事実施に伴う希少種に対する影響を予測し、

環境保全措置を検討することとなった。建設事業と希少種を１種想定した上で、当該業務

に関する４つの問いに答えよ。 

（１）あなたが想定した建設事業と、希少種を挙げよ。また想定した建設事業の概要を述べ

よ。 

（２）希少種に及ぼす環境影響として考えられる項目を２つ挙げ、その内容を希少種の特性

との関連から述べよ。 

（３）（２）で挙げた項目から１つ選び、影響を予測する手法を述べよ。 

（４）（３）で選定した項目に対して考えられる環境保全措置を１つ挙げ、その内容を述べ

よ。また当該環境保全措置を検討する際に留意すべき事項を１つ挙げよ。 

 

Ⅱ－２－２ 工事による生活環境への影響が懸念される建設事業において、影響についての調

査・予測、環境保全措置の検討を行うに当たり、以下の問いに答えよ。 

（１）建設事業の内容、及びその建設事業が実施される地域の状況を想定し、具体的に述べよ。 

（２）懸念される環境影響について、影響を及ぼす要因、影響を受ける環境要素（以下環境項

目）を挙げ、その理由を述べよ。 

（３）（２）で挙げた環境項目を１つ選び、調査・予測を実施する手順を述べよ。 

（４）（３）で選んだ環境項目について、実施することが適切と考えられる環境保全措置を説

明せよ。 

 

Ⅲ 次の２設問（Ⅲ－１，Ⅲ－２）のうち１問題を選び解答せよ。（解答設問番号を明記し、

３枚以内にまとめよ。） 

 



 

Ⅲ－１ 我が国における総ＣＯ２排出量においては、都市における社会経済活動に起因するこ

とが大きい家庭部門やオフィスや商業等の業務部門と自動車・鉄道等の運輸部門における

排出量が全体の約５割を占めている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術士として

以下の問いに答えよ。 

（１）低炭素都市づくりを実現するための方策を３つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に

寄与する仕組みを述べよ。 

（２）その方策のうち重要と考えるもの１つについて、その理由を説明するとともに、その

方策の実施に当たっての技術的課題を述べよ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案の留意点やリスクについて述べ

よ。 

 

Ⅲ－２ 東京湾、伊勢湾、大阪湾等の閉鎖性海域の水質改善に向けて、各海域で再生行動計画

が策定され、関係機関が流入負荷削減対策等に取り組んでいる。しかしながら貧酸素水塊

の発生が解消されず、生物の斃死を招く等の課題も残されている。このような状況を考慮

して、建設環境の技術士として以下の問いに答えよ。 

（１）閉鎖性海域の環境改善を図る上で重要と考える目標について述べよ。 

（２）上述した目標を達成するための対策を１つ挙げ、その対策の技術的課題を示せ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案を示すとともに、提案を実施する再の問題点、

トラブルについて述べよ。 

 

平成２６年度 技術士第二次試験 選択科目 ９－１１ 建設環境 

Ⅱ－１ 

Ⅱ－１－１ 「生物多様性国家戦略 2012－2120」において示されている生物多様性の４つの危

機について、それぞれの危機を引き起こす要因と生物多様性への影響を説明せよ。 

      また、４つの危機のうち建設分野に関係の深いものを１つ選び、先に示した危機

を引き起こす要因を対象に、必要と思われる対策の概要を述べよ。 

Ⅱ－１－２ ヒートアイランド現象の原因と考えられるものを３つに大別して、それらについ

て概説せよ。また、それぞれの原因を緩和するための建設分野における具体的対

策を述べよ。 

Ⅱ－１－３ 平成１２年に「循環型社会形成推進基本法」が公布され、社会資本整備の面から

も循環型社会の構築が進められているところである。本法制定の背景を２つ述べ

よ。また、建設部門において、循環型社会の構築に重要と思われる施策とその概

要を２つ述べよ。 

Ⅱ－１－４ 湖沼や閉鎖性内湾の環境を表す指標として、下層溶存酸素量（以下「下層 DO）

という。」が重要であるとの認識が高まってきている。下層 DO が環境を表す指

標として重要となってきた理由について述べよ。対象の原理が異なる下層 DO 改

善に係る対策を２つ挙げ、それぞれの対策の原理を説明せよ。 

 

Ⅱ－２  

Ⅱ－２－１ 山間部の事業実施想定区域とするある建設事業が計画されており、あなたは、こ

の事業に係る計画段階配慮手続を実施することとなった。建設事業及び、当該事業に関

し調査、予測、評価を行う計画段階配慮事項（本設問では、事業完了後の環境影響に係



 

る事項とする。）のうち特に重要と思われるものを１つ想定した上で、当該業務に関する

以下の問いに答えよ。 

 （１）あなたが想定した建設事業の概要と計画段階配慮事項を挙げよ。 

 （２）建設事業の事業特性、事業実施想定区域及びその周辺の地域特性に言及しつつ、（１）

で挙げた計画段階配慮事項を選定した理由を述べよ。 

 （３）事業特性、地域特性を踏まえつつ、（１）で挙げた計画段階配慮事項に係る調査の手

法について具体的に説明せよ。 

 （４）（１）で挙げた計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果を、それ以降に建

設事業の具体化や環境影響評価手続にどのように反映・活用するのか、反映・活用場面

を１つ挙げ、その内容を概説せよ。 

 

Ⅱ－２－２ 公共事業の実施に当たって、自然由来の土壌汚染が確認された。当該工事におけ

る土壌汚染対策の責任者として業務を推進するに当たり、以下の問いに答えよ。 

（１）想定する事業概要と立地条件及び具体的な土壌汚染の内容について記せ。 

（２）本工事においては、近隣に処理事業者や処分場が無い。この条件下で対策を選定する手

順を述べよ。 

（３）上記の手順で選定された措置、その選定理由及び実施上の留意事項について述べよ。 

 

Ⅲ 

Ⅲ－１ 大規模な津波・高潮・洪水等の自然災害に対する備えとして、事前防災・減災を推進

することが必要となっている。一方、我が国の生物多様性の損失はすべての生態系に及ん

でおり、今後は、自然と共生できる事前防災・減災を進めていくことが重要になると考え

られる。このような状況を考慮し、以下の問いに答えよ。 

（１）事前防災・減災の取り組みを進めながら生物多様性の保全を図るために検討すべき事項

を多面的に記述せよ。 

（２）（１）の検討すべき事項の中から、生物多様性の保全を図る上で、あなたが最も重要と

考えるものを、他の事項との比較を行った上で１つ挙げ、その理由を論述せよ。 

（３）（２）で挙げた事項に対する技術的課題を 2 つ挙げ、それぞれについて、解決するため

の技術的提案を具体的に述べよ。 

 

Ⅲ－２ 我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期などに集中的に整備され、今後急速に

老朽化することが懸念されている。今後、真に必要な社会資本整備とのバランスを取りな

がら、如何に戦略的に維持管理・更新を行って行くかが問われている。同時に、この様な

社会資本の更新の機会を捉えて、自然環境や生活環境などへの配慮の取組を実施する必要

がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。 

（１）社会資本の更新事業を１つ想定し、その概要を説明せよ。またその更新事業を計画、実

施する際に環境への配慮を図る観点から検討すべき課題を、多面的な視点から複数挙げ、

その内容について述べよ。 

（２）上述した検討すべき課題のうち、あなたが最も重要と考えるものを１つ挙げ、その理由

を説明するとともに、解決するための技術的提案を示せ。   

（３）あなたの技術的提案がもたらす効果を具体的に示すとともに、想定されるリスクについ

ても記述せよ。 



 

 

平成２７年度 技術士第二次試験 選択科目 ９－１１ 建設環境 

Ⅱ－１ 

Ⅱ－１－１ 自然環境に係る施策の評価や企業の環境への取組において近年、重要性を増して

いる生態系サービスについて概説せよ。生態系サービスの向上に寄与する建設事業

を１つ挙げ、その事業が向上に寄与する具体的な生態系サービス及びその寄与する

理由を述べよ。 

 

Ⅱ－１－２ 平成２３年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法」が公布される等、国内における再生可能エネルギーの利用が促進されている

ところである。再生可能エネルギーの導入が推進されている背景を概説するととも

に、現在、国内で利用されている再生可能エネルギーを２つ挙げ、各々の環境面に

おける得失を述べよ。 

 

Ⅱ－１－３ 「景観法」に規定されている、景観重要公共施設制度について説明せよ。また景

観重要公共施設制度によって期待される効果について、制度の説明を踏まえて述べ

よ。 

 

Ⅱ－１－４ 平成１６年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、廃棄物最終処

分場跡地等廃棄物が地中にある土地で行われる形質変更に関する制度が導入され

た。この制度が導入された目的及び制度の概要について述べよ。また廃棄物最終処

分場跡地における建設事業の施工計画を立案する際に、本制度に基づいて検討が必

要な項目を４つ挙げよ。 

 

Ⅱ－２ 

Ⅱ－２－１ 近年、外来種の拡大が自然環境や人間社会に影響を与えているとの課題がある。

あなたが建設事業の責任者として外来種対策を踏まえた業務を推進するに当たり、外来種

と建設事業を想定した上で、当該事業に関する以下の問いに答えよ。 

（１）あなたが想定した外来種と建設事業の概要を述べよ。 

（２）想定した建設事業において、外来種が自然環境及び人間社会に及ぼす影響を述べよ。 

（３）（１）想定した建設事業の実施に当たり、外来種対策に必要な調査計画内容について

述べよ。 

（４）（１）で想定した建設事業について、具体的な外来種対策を１つ挙げ、その内容を述

べよ。またその対策の実施に当たり、留意すべき事項を述べよ。 

 

Ⅱ－２－２ 「環境影響評価法」に定める第一種事業にあたる建設事業が計画されており、工

事中の環境影響が懸念される。この工事中の影響に関する調査・予測及び環境保全措置の

検討を行うに当たり、以下の問いに答えよ。（本設問では、工事中の環境影響に係る事項

とする。） 

（１）あなたが想定した建設事業の概要と、その事業が実施される地域の状況を具体的に述

べよ。 

（２）（１）で述べた地域の状況との関連性を踏まえて、この建設事業において環境影響を



 

及ぼす要因と影響を受ける環境要素の項目（以下環境項目という）を５つ挙げよ。 

 また、あなたが最も重要と考える環境項目をその中から１つ選び、その理由を述べよ。 

（３）（２）で最も重要であると選んだ環境項目について、調査と予測を行うための手法を

述べよ。具体的に、調査事項、調査地域、調査地点及び調査期間、予測の前提条件、予測

方法、予測地域・地点及び予測時期について、明記すること。 

（４）（２）で最も重要であると選んだ環境項目について、実施することが適切と考えられ

る環境保全措置と見込まれる効果を説明せよ。また、環境保全措置の検討を行う際に留意

すべき事項を２つ挙げよ。 

 

Ⅲ 

Ⅲ－Ⅰ ある都市において、市街地が拡散した都市の構造を見直し、コンパクトシティの実現

に向け、都市構造全体の計画の立案が求められている状況にある。同時に、この機会を捉えて、

地球環境をはじめとする環境への配慮の取組を連携して推進する必要がある。このような状況

を踏まえ、計画を立案する立場として、以下の問いに答えよ 

（１）市街地が拡散した都市における環境面の課題を複数挙げ、コンパクトシティの実現に向

けた取組を進めながら、環境への配慮を図る観点から積極的に取り組むべき項目を多面的

な視点から説明せよ。 

（２）上述した取り組むべき項目について、環境面の改善効果を高めるために、あなたが計画

上最も重要視しなければならないと考えることについて、その理由も併せて述べるととも

に、それを実現可能とするための対応策を示せ。 

（３）あなたの対応策がもたらす効果を具体的に示すとともに、想定される留意点・リスクに

ついても記述せよ。 

 

Ⅲ－２ 天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、廃棄物など

の循環資源が有効に利用・適正処分される「循環型社会」を構築していくことが必要である。

一方、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック関連工事等の本格化や社会資本の維持管

理・更新時代の到来により、建設副産物の発生量の増加が懸念される。この様な状況を踏まえ

て、建設副産物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に関して、以下の問いに答えよ 

（１）今後、建設副産物の３Ｒを推進していく上での課題を、多面的な視点から複数挙げ、そ

の内容についてそれぞれ述べよ。 

（２）上述した課題のうち、あなたが最も重要と考えるものを１つ挙げ、その理由を説明する

とともにその課題を解決するための対策を示せ。 

（３）あなたが示した対策を実施する際に生じ得る問題点と、その問題点への対処方法につい

て述べよ。 

 

平成２８年度 技術士第二次試験 選択科目 ９－１１ 建設環境 

 

Ⅱ－１ 

Ⅱ－１－１ 湖沼やダム貯水池等の淡水域における水質の課題として富栄養化があるが、富栄

養化が進行するメカニズムについて述べよ。また近年、国内で採用されている富栄

養化対策事例を２つ挙げ、それぞれの内容を概説せよ。 

 



 

Ⅱ－１－２ 建設発生土のリサイクルに関する課題について、幅広い視点から２つ挙げ、それ

ぞれ概説するとともに、これらを踏まえてリサイクル推進のための対応策を２つ述

べよ。 

 

Ⅱ－１－３ 建設作業騒音又は自動車交通騒音のいずれか一方について、当該騒音が法令に基

づく基準に適合・達成するか否かの評価方法について述べよ。また当該騒音の発生

源対策及び伝搬対策それぞれについて概説せよ。 

 

Ⅱ－１－４ ２００６年以降、特に生物多様性に果たす民間部門の役割が求められ、我が国に

おける生物多様性に配慮した民間企業の取組が着実に進展している。この背景とな

っていることについて説明せよ。また、生物多様性の観点から民間企業に期待され

る取組について、建設分野における原材料調達の場面、及び保有地管理における場

面で、それぞれ述べよ。 

 

Ⅱ－２ 

Ⅱ－２－１ 山間部において環境影響評価法に定める第一種事業にあたる建設事業が計画さ

れており、あなたは担当者として、この事業に関する方法書以降の手続に係る環境影響評価を 

行うことになった。以下の問いに答えよ。 

（１）あなたが想定した建設事業の概要・規模と、その事業が実施される地域の状況を具体

的に述べよ。 

（２）（１）で述べた地域の状況との関連性を踏まえ、この事業による環境影響を想定して

下記の【環境要素の区分】①～④のそれぞれに関して重要と考える影響要因及び影響を受

ける環境要素の項目（以下環境項目という）を１つずつ挙げよ。また、それらを選定した

理由を合わせて述べよ。なお、本設問では、工事中あるいは事業完了後の環境影響を対象

とする。 

（３）（２）で選定した環境項目（４つ）のそれぞれについて、予測結果から環境影響があ

ると判断される場合に、実施することが適切であると考えられる環境保全措置を１つずつ

挙げ、各々の効果を説明せよ。 

【環境要素の区分】 

① 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持（大気環境、水環境、土壌環境、その他の環

境） 

② 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全（動物、植物、生態系） 

③ 人と自然との豊かな触れ合い（景観、触れ合い活動の場） 

④ 環境への負荷（廃棄物、温室効果ガス等） 

 

Ⅱ－２－２ 地球温暖化を緩和するため都市レベルで低炭素まちづくりに関する計画を策定

することになった。この計画策定の担当者として業務を進めるに当たり、以下の問いに答えよ。 

（１）低炭素まちづくりに貢献できると考えられる「交通・都市構造」、「エネルギー」、「みど

り」の 3 分野のうち 2 分野について計画策定に当たって盛り込むべき取組を 3 つずつ概説

せよ。 

（２）（１）で挙げた中から定量的な評価が可能なものを１つ選び、計画の達成状況を評価す

る手順及び定量的な評価方法を述べよ。 



 

（３）（２）の評価に当たって留意すべき点を述べよ。 

 

Ⅲ 

Ⅲ－Ⅰ ＩＰＣＣ第５次評価報告書では、気候システムの温暖化は疑いの余地のないことが示

されており、今後、気温上昇の程度をかなり低くするための対策をとった場合でも、世界平均

気温や世界平均海面水位の上昇の可能性が高いとされ、自然及び人間社会に深刻な影響を及ぼ

すであろうことが同報告書に示されている。 

 このため、近年の気候変動枠組条約の締結国会議（ＣＯＰ）においては、「緩和策」ととも

に気候変動による悪影響へ備える「適応策」を実施することの重要性が指摘されるようになっ

ている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ 

（１）気候変動により想定される環境への悪影響とそれに対する適応策について、複数述べよ。 

  （なお、自然災害に関する悪影響及び適応策は除く。） 

（２）その適応策のうち、あなたが重要と考えるもの１つについて、実施するに当たっての技

術的課題を述べよ。 

（３）上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案に関するリスクや留意点を述べよ。 

 

Ⅲ－２ 東日本大震災基本法において「環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題

の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと」とされているように、大規

模な津波災害からの復旧・復興に際しても自然環境への配慮も含めた中・長期の視点は重要で

ある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ 

（１）大規模津波災害からの復旧・復興事業において自然環境への配慮を行う意義について、

多面的な視点から３つ挙げ、その内容についてそれぞれ述べよ。 

（２）大規模な津波災害からの復旧・復興事業を１つ想定し、その概要を説明せよ。復旧・復

興事業において環境への配慮を図る際に、特に復旧・復興の観点から留意すべき課題を３

つ挙げ、おのおのについて、その対応策を示せ。 

（３）上述の対応策から１つ選び、その対応策を実施する際に生じ得る問題点と、その問題点

への対処方法について述べよ。 

 

 

以上 


